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平
成
十
一
年
八
月
十
一
日　

文
教
地
第
二
〇
三
号

各
都
道
府
県
教
育
委
員
会
、
各
都
道
府
県
知
事
、
各
指
定
都
市
教
育
委
員
会
、

各
指
定
都
市
市
長
、
各
国
立
大
学
長
、
国
立
久
里
浜
養
護
学
校
長
あ
て　

文

部
事
務
次
官
通
知

○
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
に
お
け
る
文
部
省
関
係
法
律
の
改
正
に
つ
い

て
（
抄
）  

　

平
成
十
一
年
七
月
八
日
に
第
百
四
十
五
回
国
会
に
お
い
て
「
地
方
分
権
の
推
進
を
図

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
七
号
）

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
が
成
立
し
、
平
成
十
一
年
七
月
十
六
日
に
公
布
さ
れ
、
平
成

十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
地
方
分
権
推
進
委
員
会
の
第
一
次
か
ら
第
四
次
ま
で
の
勧
告
を
最
大
限
尊

重
し
て
策
定
さ
れ
た
「
地
方
分
権
推
進
計
画
」（
平
成
十
年
五
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
）

に
基
づ
き
、
関
係
す
る
法
律
四
百
七
十
五
本
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
趣
旨
は
、

各
般
の
行
政
を
展
開
す
る
上
で
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
分
担
す
べ
き
役
割
を
明
確
に

し
、
か
つ
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
個
性
豊

か
で
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
、
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
及

び
こ
れ
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
事
務
区
分
の
再
構
成
、
国
の
関
与
等
の
縮
減
、
権
限

委
譲
の
推
進
、
必
置
規
制
の
整
理
合
理
化
、
地
方
公
共
団
体
の
行
政
体
制
の
整
備
・
確

立
等
を
行
い
、
地
方
分
権
の
推
進
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

文
部
省
関
係
法
律
に
つ
い
て
は
、
地
方
分
権
推
進
計
画
及
び
同
計
画
に
お
い
て
検
討

事
項
と
さ
れ
た
も
の
の
具
体
化
に
つ
い
て
検
討
し
た
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
「
今
後

の
地
方
教
育
行
政
の
在
り
方
に
つ
い
て
」（
平
成
十
年
九
月
二
十
一
日
）
等
に
基
づ
き
、

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
を
は
じ
め
二
十
一
本
の
法
律
を
改
正

し
て
い
ま
す
。
そ
の
趣
旨
は
、
教
育
行
政
に
お
け
る
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
の
役
割

分
担
を
見
直
し
、
新
た
な
連
携
協
力
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
主
体
的
か
つ
積
極
的
な

地
方
教
育
行
政
を
推
進
す
る
た
め
の
教
育
委
員
会
制
度
の
在
り
方
等
の
見
直
し
、
社
会

教
育
及
び
ス
ポ
ー
ツ
行
政
に
お
け
る
国
の
関
与
の
見
直
し
、
文
化
財
保
護
行
政
に
お
け

る
権
限
委
譲
の
推
進
な
ど
の
ほ
か
、
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
及
び
こ
れ
に
伴
う
地 

方
公
共
団
体
の
事
務
区
分
の
再
構
成
等
を
行
う
も
の
で
す
。

　

文
部
省
関
係
法
律
の
改
正
及
び
そ
の
概
要
は
別
添
の
と
お
り
で
す
の
で
、
十
分
に
御

了
知
の
上
、
関
係
す
る
条
例
及
び
規
則
等
を
改
正
す
る
な
ど
、
事
務
処
理
上
遺
漏
の
な

い
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
特
に
、
下
記
の
事
項
に
つ
き
ま
し
て
御
留
意
下
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
及
び
都
道
府
県
知
事

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
域
内
の
市
町
村
教
育
委
員
会
、
所
管
又
は
所
轄
の
学
校
そ
の
他

の
教
育
機
関
等
及
び
学
校
法
人
に
対
し
て
、
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
適
切
な
事
務
処

理
が
図
ら
れ
る
よ
う
御
配
慮
願
い
ま
す
。

　

な
お
、
関
係
政
令
及
び
省
令
の
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
っ
て
こ
れ
を
行
い
、
別

途
通
知
す
る
予
定
で
す
の
で
、
予
め
御
承
知
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　

記

１　

共
通
関
係

　
　

法
並
び
に
関
係
政
令
及
び
省
令
の
施
行
た
め
に
必
要
な
準
備
は
、
法
施
行
前
に
お

い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
特
に
、
必
要
な
条
例
及
び
規
則
等
の
制
定
及
び

改
廃
に
つ
い
て
は
、
法
が
施
行
さ
れ
る
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
よ

う
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

５　

文
化
財
保
護
法
の
一
部
改
正
関
係
（
法
第
百
三
十
五
条
関
係
）

　

(1)　

埋
蔵
物
と
し
て
差
し
出
さ
れ
た
物
件
の
鑑
査
等
（
文
化
財
保
護
法
第
六
十
条
、

第
六
十
一
条
及
び
第
六
十
二
条
並
び
に
改
正
前
の
文
化
財
保
護
法
第
百
条
の
二

関
係
）

　
﹇
解
釈
上
の
留
意
点
に
つ
い
て
﹈

　
　
　

文
化
財
保
護
法
第
六
十
一
条
及
び
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
埋
蔵
物
と
し
て
差

し
出
さ
れ
た
物
件
の
鑑
査
等
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
文
化
庁
長
官
が
こ

れ
を
行
う
こ
と
と
し
、
こ
れ
を
機
関
委
任
事
務
と
し
て
都
道
府
県
等
の
教
育
委
員

会
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
た
が
、
今
後
は
、
都
道
府
県
の

教
育
委
員
会
（
埋
蔵
物
の
発
見
さ
れ
た
土
地
が
指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
区
域
内

に
存
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、当
該
指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
教
育
委
員
会
）
が
、
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自
治
事
務
と
し
て
こ
れ
を
処
理
す
る
も
の
と
し
た
こ
と
。

　
　
　

な
お
、
文
化
財
保
護
法
第
五
十
九
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
事

務
の
処
理
に
係
る
具
体
的
な
手
続
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
都
道
府
県
警
察
と
の

間
で
十
分
協
議
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

　

(2)　

所
有
者
不
明
の
出
土
文
化
財
の
所
有
権
の
帰
属
（
文
化
財
保
護
法
第
六
十
三
条

及
び
第
六
十
三
条
の
二
関
係
）

　
﹇
経
過
措
置
に
つ
い
て
﹈

　
　
　

法
附
則
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
施
行
前
に
発
見
さ
れ
た
文
化
財
で
法

施
行
の
際
現
に
そ
の
所
有
者
が
判
明
し
な
い
も
の
の
う
ち
、
国
の
機
関
が
埋
蔵
文

化
財
の
調
査
の
た
め
の
土
地
の
発
掘
に
よ
り
発
見
し
た
も
の
を
除
く
も
の
の
所

有
権
は
、
都
道
府
県
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

　
　
　

ま
た
、
法
附
則
第
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
施
行
の
際
現
に
地
方
公
共
団

体
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
国
庫
に
帰
属
す
る
出
土
文
化
財
（
物
品
管
理
法
に
よ

り
国
が
貸
し
付
け
て
い
る
も
の
を
除
く
。）
の
所
有
権
は
、
同
条
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
、
当
該
地
方
公
共
団
体
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
法
施
行

日
に
お
い
て
当
該
文
化
財
を
保
管
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
に
帰
属
す
る
も
の

と
す
る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
当
該
文
化
財
を
当
該
地
方
公
共

団
体
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、

当
該
地
方
公
共
団
体
が
、
同
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
申
出
を
行
う
場
合
の

手
続
は
、平
成
十
一
年
七
月
二
十
一
日
文
部
省
令
第
三
十
三
号
に
よ
る
こ
と
。（
別

紙―

略
）

　
　
　

な
お
、
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
地
方
公
共
団
体
以
外
の
地
方
公
共
団
体
が
出
土

文
化
財
を
保
管
し
て
い
る
場
合
な
ど
、
当
該
出
土
文
化
財
を
現
在
保
管
し
て
い
る

地
方
公
共
団
体
と
は
別
の
地
方
公
共
団
体
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
、
所
有
権
が
帰
属
す

べ
き
地
方
公
共
団
体
が
当
該
出
土
文
化
財
を
保
管
す
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
が

適
当
で
あ
る
こ
と
。

　

(3)　

権
限
委
譲
（
文
化
財
保
護
法
第
九
十
九
条
関
係
）

　
﹇
政
令
に
係
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
﹈

　
　
　

文
化
財
保
護
法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
又
は
市
の
教

育
委
員
会
が
行
う
事
務
の
範
囲
、
当
該
事
務
を
行
う
地
方
公
共
団
体
及
び
法
定
受

託
事
務
と
自
治
事
務
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
、
地
方
分
権
推
進
計
画

及
び
現
在
の
文
化
庁
長
官
の
権
限
の
委
任
状
況
を
踏
ま
え
、
政
令
で
定
め
る
予
定

で
あ
る
こ
と
。

　
　
　

そ
の
際
、
同
条
同
項
第
二
号
に
関
し
て
は
、
地
方
分
権
推
進
計
画
に
お
い
て
、

「
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
処
理
し
て
い
る
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物

の
軽
微
な
現
状
変
更
等
の
許
可
、
そ
の
取
消
し
・
停
止
命
令
（
文
化
財
保
護
法

八
十
条
一
項
及
び
三
項
、
九
十
九
条
一
項
二
号
）
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
市
へ

委
譲
す
る
（
法
定
受
託
事
務
）」
と
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
軽
微
な
現
状
変
更
等

の
内
容
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

　
　
　

ま
た
、
第
九
十
九
条
第
一
項
第
六
号
に
関
し
て
は
、
地
方
分
権
推
進
計
画
に
お

い
て
、「
都
道
府
県
教
育
委
員
会
に
、
開
発
行
為
を
行
う
事
業
者
へ
の
発
掘
調
査

の
指
示
権
が
あ
る
こ
と
を
法
律
上
明
示
す
る
。
こ
の
場
合
、
事
業
者
に
対
す
る
特

定
の
場
合
の
文
化
庁
長
官
の
指
示
権
限
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
（
文
化
財
保
護
法

五
十
七
条
の
二
第
二
項
等
）（
自
治
事
務
）」
と
し
、「
都
道
府
県
が
処
理
し
て
い

る
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
域
に
お
け
る
土
木
工
事
等
の
届
出
の
受
理
及
び
開
発
を

行
う
事
業
者
へ
の
発
掘
調
査
の
指
示
（
文
化
財
保
護
法
五
十
七
条
の
二
）
に
つ

い
て
は
、
指
定
都
市
へ
委
譲
す
る
（
自
治
事
務
）」
と
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
都

道
府
県
等
の
教
育
委
員
会
に
委
譲
す
る
権
限
及
び
特
定
の
場
合
に
文
化
庁
長
官

が
指
示
等
行
う
こ
と
が
で
き
る
権
限
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
予
定
で
あ
る
こ

と
。

　

(4)　

国
の
関
与
の
見
直
し
（
改
正
前
の
文
化
財
保
護
法
第
百
四
条
関
係
）

　
﹇
解
釈
上
等
の
留
意
点
に
つ
い
て
﹈

　
　
　

文
化
庁
長
官
の
都
道
府
県
等
の
教
育
委
員
会
に
対
す
る
指
揮
監
督
を
廃
止
す
る

と
と
も
に
、
文
化
財
保
護
法
第
九
十
九
条
等
の
規
定
に
よ
る
事
務
を
処
理
す
る
た
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め
に
要
す
る
経
費
を
国
庫
負
担
す
る
た
め
の
文
化
財
保
護
事
務
費
交
付
金
を
平

成
十
一
年
度
限
り
で
廃
止
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。

　

(5)　

聴
聞
、
不
服
申
立
て
等
の
取
扱
い
（
文
化
財
保
護
法
第
八
十
五
条
〜
第
八
十
五

条
の
八
関
係
）

　
﹇
解
釈
上
等
の
留
意
点
に
つ
い
て
﹈

　
　
　

文
化
財
保
護
法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
又
は
市
の
教

育
委
員
会
が
文
化
庁
長
官
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
う
場
合
に
は
、
第
八
十
五

条
か
ら
第
八
十
五
条
の
八
の
規
定
に
従
い
、
聴
聞
等
を
行
う
こ
と
と
し
た
こ
と
。

　
　
　

ま
た
、
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
又
は
市
の
教
育
委
員

会
が
行
っ
た
処
分
に
不
服
の
あ
る
者
は
、
当
該
事
務
が
法
定
受
託
事
務
で
あ
る
場

合
に
は
文
化
庁
長
官
に
審
査
請
求
を
、
当
該
事
務
が
自
治
事
務
で
あ
る
場
合
に
は

当
該
都
道
府
県
又
は
市
の
教
育
委
員
会
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
と
な
る
こ

と
。


